
 

 

 

 

 

 

 

（案） 

美波町過疎地域持続的発展計画 

令和８年度～令和 12年度 

 

 

令和８年３月策定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

徳島県 美波町 

  



 

 

目次 

第１．基本的な事項 ................................................................................................................ 1 

１．美波町の概況............................................................................................................. 1 

（１）概要 .................................................................................................................... 1 

（２）過疎の状況 ......................................................................................................... 1 

（３）社会経済的発展の方向の概要 ............................................................................ 2 

２．人口及び産業の推移と動向 ....................................................................................... 2 

（１）人口の推移と動向 .............................................................................................. 2 

（２）産業の推移と動向 .............................................................................................. 4 

３．行財政の状況............................................................................................................. 4 

（１）行財政の状況 ..................................................................................................... 4 

（２）施設整備水準の状況 .......................................................................................... 7 

４．地域の持続的発展の基本方針 ................................................................................... 8 

５．地域の持続的発展のための基本目標 ........................................................................ 9 

６．計画の達成状況の評価に関する事項 ........................................................................ 9 

７．計画期間 .................................................................................................................... 9 

８．公共施設等総合管理計画との整合 ............................................................................ 9 

第２．移住・定住・地域間交流の促進、人材育成 ............................................................... 10 

１．現況と問題点........................................................................................................... 10 

（１）広域連携 .......................................................................................................... 10 

（２）移住・定住 ....................................................................................................... 10 

（３）地域コミュニティ ............................................................................................ 10 

２．その対策 .................................................................................................................. 11 

（１）広域連携 .......................................................................................................... 11 

（２）移住・定住 ....................................................................................................... 11 

（３）地域コミュニティ ............................................................................................ 11 

３．事業計画（令和８～12 年度） ................................................................................ 12 

第３．産業の振興 .................................................................................................................. 12 

１．現況と問題点........................................................................................................... 12 

（１）農業 .................................................................................................................. 12 

（２）林業 .................................................................................................................. 12 

（３）水産業 .............................................................................................................. 13 

（４）商工業 .............................................................................................................. 14 

（５）観光 .................................................................................................................. 14 

２．その対策 .................................................................................................................. 15 

（１）農業 .................................................................................................................. 15 

（２）林業 .................................................................................................................. 15 

（３）水産業 .............................................................................................................. 16 



 

 

（４）商工業 .............................................................................................................. 16 

（５）観光 .................................................................................................................. 17 

３．事業計画（令和８年度～12 年度） ........................................................................ 17 

４． 産業振興促進事項 ................................................................................................. 17 

（１）産業振興促進区域及び振興すべき業種 ........................................................... 17 

（２）当該業種の振興を促進するために行う事業の内容 ......................................... 18 

第４．地域における情報化 ................................................................................................... 18 

１．現況と問題点........................................................................................................... 18 

（１）デジタル化の推進 ............................................................................................ 18 

（２）地域課題によるデジタル化 ............................................................................. 18 

２．その対策 .................................................................................................................. 19 

（１）デジタル化の推進 ............................................................................................ 19 

（２）地域課題におけるデジタル化 .......................................................................... 19 

３．事業計画（令和８年度～12 年度） ........................................................................ 19 

第５．交通施設の整備、交通手段の確保 ............................................................................. 20 

１．現況と問題点........................................................................................................... 20 

（１）道路 .................................................................................................................. 20 

（２）地域交通 .......................................................................................................... 20 

２．その対策 .................................................................................................................. 21 

（１）道路 .................................................................................................................. 21 

（２）地域交通 .......................................................................................................... 21 

３．事業計画（令和８年度～12 年度） ........................................................................ 21 

第６．生活環境の整備........................................................................................................... 21 

１．現況と問題点........................................................................................................... 21 

（１）上水道 .............................................................................................................. 21 

（２）下水道 .............................................................................................................. 22 

（３）廃棄物処理 ....................................................................................................... 22 

（４）消防・救急・南海トラフ地震 .......................................................................... 22 

（５）公営住宅 .......................................................................................................... 23 

２．その対策 .................................................................................................................. 23 

（１）上水道 .............................................................................................................. 23 

（２）下水道 .............................................................................................................. 23 

（３）廃棄物処理 ....................................................................................................... 23 

（４）消防・救急・南海トラフ地震 .......................................................................... 24 

（５）公営住宅 .......................................................................................................... 24 

３．事業計画（令和８年度～12 年度） ........................................................................ 24 

第７．子育て環境の確保、高齢者等の保健及び福祉の向上及び増進 .................................. 25 

１．現況と問題点........................................................................................................... 25 



 

 

（１）子育て環境の確保 ............................................................................................ 25 

（２）高齢者等の保健及び福祉 ................................................................................. 25 

（３）健康づくりの充実 ............................................................................................ 26 

２．その対策 .................................................................................................................. 26 

（１）子育て環境の確保 ............................................................................................ 26 

（２）高齢者等の保健及び福祉 ................................................................................. 26 

（３）健康づくりの充実 ............................................................................................ 26 

３．事業計画（令和８年度～12 年度） ........................................................................ 26 

第８．医療の確保 .................................................................................................................. 27 

１．現況と問題点........................................................................................................... 27 

２．その対策 .................................................................................................................. 27 

３．事業計画（令和８年度～12 年度） ........................................................................ 27 

第９．教育の振興 .................................................................................................................. 27 

１．現況と問題点........................................................................................................... 27 

（１）学校教育 .......................................................................................................... 27 

（２）社会教育 .......................................................................................................... 29 

２．その対策 .................................................................................................................. 29 

（１）学校教育 .......................................................................................................... 29 

（２）社会教育 .......................................................................................................... 29 

３．事業計画（令和８年度～12 年度） ........................................................................ 30 

第１０．集落の整備 .............................................................................................................. 30 

１．現状と問題点........................................................................................................... 30 

２．その対策 .................................................................................................................. 30 

３．事業計画（令和８年度～12 年度） ........................................................................ 30 

第１１．地域文化の振興等 ................................................................................................... 30 

１．現状と問題点........................................................................................................... 30 

２．その対策 .................................................................................................................. 31 

３．事業計画（令和８年度～12 年度） ........................................................................ 31 

第１２．再生可能エネルギーの利用の推進 .......................................................................... 32 

１．現況と問題点........................................................................................................... 32 

２．その対策 .................................................................................................................. 32 

３．事業計画（令和８年度～12 年度） ........................................................................ 32 

第１３．その他地域の持続的発展に関し必要な事項 ........................................................... 33 

１．現状と問題点........................................................................................................... 33 

２．その対策 .................................................................................................................. 33 

３．事業計画（令和８年度～12 年度） ........................................................................ 33 

 

別表 事業計画（令和８年度～令和 12年度）  



1 

 

第１．基本的な事項 

 

１．美波町の概況 

 

（１）概要 

美波町は徳島県の南東部（東経１３４°３２´、北緯３３°４３´）に位置し、県都徳島

市へは約５０㎞の距離にあり、東西３３㎞、総面積１４０．７４k㎡で、北西部は海部山地

をもって那賀町、海陽町及び牟岐町に東は阿南市に接し、紀伊水道を経て和歌山県に対面す

る海と山に囲まれた人口５，６５３人（令和７年３月３１日現在）の豊かな海、山の幸に恵

まれた風光明媚な町である。 

 平安時代、鎌倉時代は「由岐町」と「日和佐町」「牟岐町」を含めて和佐郷と称したが、

その後多くの変遷を経て平成１８年３月３１日「市町村の合併の特例等に関する法律」に基

づいて「由岐町」と「日和佐町」が合併し、「美波町」が発足した。 

 気象は、概して温暖多雨の海洋性気候であるが、降水量は梅雨期から台風時に集中する傾

向にあり、梅雨末期の集中豪雨、台風の接近による風雨で甚大な被害を受けることもある。

また降雪期間は、１２月～２月下旬であるが、ほとんど積雪は観測しない。 

 交通機関としては、ＪＲ四国の牟岐線が本町の東部から南西部に通じており、駅は東から

由岐駅、木岐駅、北河内駅、日和佐駅、山河内駅の５駅がある。夏場には、海水浴場である

田井ノ浜に臨時駅が開設される。また、国道５５号が大戸地区から山河内地区を横断してお

り、主要地方道として県道阿南鷲敷日和佐線が、国道５５号の北河内から赤松を経て国道１

９５号に結ばれている。このほか、県道日和佐上那賀線や日和佐小野線、由岐大西線などが

那賀町、阿南市へ通じ、県道日和佐牟岐線（通称「南阿波サンライン」）が海岸線沿いに牟

岐町へ通じている。また、地域高規格道路「日和佐道路」（阿南市福井町～美波町北河内、

延長９．３㎞）が、平成１９年の一部供用を経て、平成２３年から全線供用されている。 

 地勢は一般に急峻で、地域の８８％が森林であり、約３％の農用地は山間を縫って流れる

日和佐川、北河内谷川、赤松川、木岐川、田井川の流域にある。 

 集落は、これらの耕地の間に散在する農山村地域と、河口臨海部にある市街地域、また天

然の良港として栄えた漁村地域に大別される。周辺の海岸線はリアス式で、風光明媚な室戸

阿南海岸国定公園の中核として優れた景観を有し、アカウミガメの産卵地である大浜海岸

があり「大浜海岸のうみがめおよびその産卵地」として国の天然記念物に指定、大浜海岸に

隣接して世界でも珍しいウミガメの博物館「日和佐うみがめ博物館カレッタ」がある。その

ほか、四国八十八ヵ所二十三番札所の「薬王寺」があり、年末年始多くの参拝者が訪れてい

る。 

 

（２）過疎の状況 

本町の総人口は減少を呈しているが、若者層の流出が引き続いた結果、地域の担い手とも

いうべき青壮年層の割合が低く、高齢者の割合が高い歪んだ人口構成となってきているた

め、町の活力が低下しつつある。また産業別人口では、長年にわたる第一次産業の低迷によ

り、第一次産業就業人口の減少が顕著で、基幹産業の担い手不足と雇用者確保が深刻になっ

てきている。 

 これまで、企業誘致や雇用促進住宅の誘致、農林商工業後継者定住に対する奨励金の交付



2 

 

等、若者定住に向けての対策を講じてきたが、今後も、これ以上の人口流出を防止し、大都

市地域からのＵＩＪターンの推進や、関係人口の増加による交流機会の創出、就労の場とあ

わせて若者のニーズにあった、移住・定住しやすい環境整備を促進する必要がある。 

 また、高齢化の進行は、健康で社会参加意識の高い高齢者が増加することも意味しており、

町の新たな活力となる可能性もあることから、より積極的に高齢者が自分の能力を発揮し、

生きがいをもって暮らせるよう、異世代間交流による学習の場と就業機会を充実し、地域社

会への参加を容易にする環境の整備を図る必要がある。 

 

（３）社会経済的発展の方向の概要 

地方創生の一層の進展、人口の減少と少子高齢化など、地方の社会情勢が大きく変容する

中、地域固有の資源を活かした個性あるまちづくりが求められている。このことから基幹産

業である水産業、農業をはじめとする第１次産業の省力化とコスト削減による魅力向上、地

域資源の地域内循環の仕組みづくりの検討等、多様な地域資源や観光資源を活かした域外

へのＰＲ活動により本町の持つ魅力を発信し続けていくことにより新たな人と物の流れを

生み出し、産業及び観光業の魅力を高め、それに伴う起業、雇用の創出や所得の向上を図り、

町の活性化に繋がるよう努める。 

 

２．人口及び産業の推移と動向 

 

（１）人口の推移と動向 

本町の人口（旧日和佐町、旧由岐町の合計）は、昭和５０年には１２，３３７人だったが、

令和２年には６，２２２人と５０．４％にまで減少している。また、これを年齢構成割合で

見てみると、１４歳以下の構成割合は昭和５０年２０．９％、平成２年１５．４％、令和２

年７．７％と人口の減少とともに、その割合が低くなっている。それに対して、６５歳以上

では、昭和５０年１６.１％、平成２年２２．７％、令和２年４９．４％と若年層と全く逆

の傾向を示しており、急速に高齢化が進行している。これは経済の高度成長に伴い、若年層

を中心とした労働人口の都市部への流出による社会減により生じた若年者比率の低下が今

日の自然減を増大、近年その影響により少子化に伴う教育環境の低下と併せ、高齢化率をも

高めていると考えられる。これはまた、産業別就業人口にも直結している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

表１－１ 人口の推移（国勢調査）                 （単位：人、％） 

区分 
昭和 50 年 平成 2 年 平成 17 年 平成 27 年 令和 2 年 

実数 実数 増減率 実数 増減率 実数 増減率 実数 増減率 

総数 12,337 10,507 △14.8 8,726 △17.0 7,092 △18.7 6,222 △12.3 

0 歳～14 歳 2,578 1,621 △37.1 900 △44.5 579 △35.7 482 △16.8 

15 歳～64 歳 7,777 6,491 △16.5 4,619 △28.8 3,305 △28.4 2,668 △19.3 

  
うち 15 歳

～29歳(a) 
2,617 1,368 △47.7 915 △33.1 620 △32.2 478 △22.9 

65 歳以上(b) 1,982 2,389 20.5 3,207 34.2 3,208 0.0 3,071 △4.3 

(a)/総数 

若年者比率 
21.2  13.0  - 10.5  - 8.7  - 7.7  - 

(b)/総数 

高齢者比率 
16.1  22.7  - 36.8  - 45.2  - 49.4  - 

今後も人口の減少傾向は続くものと想定され、国立社会保障・人口問題研究所の試算結果

によると、令和３２年度には２，６３３人まで減少するものと見込まれている。 

表１－２ 人口の見通し（国立社会保障・人口問題研究所）      （単位：人、％） 

区分 
令和 12 年 令和 17 年 令和 22 年 令和 27 年 令和 32 年 

実数 増減率 実数 増減率 実数 増減率 実数 増減率 実数 増減率 

総数 4,807 △12.4 4,167 △13.3 3,587 △13.9 3,078 △14.2 2,633 △14.5 

0 歳～14 歳 352 △16.4 287 △18.5 241 △16.0 205 △14.9 172 △16.1 

15 歳～64 歳 1,932 △14.6 1,628 △15.7 1,372 △15.7 1,152 △16.0 934 △18.9 

  
うち 15 歳

～29歳(a) 
335 △15.2 276 △17.6 238 △13.8 201 △15.5 166 △17.4 

65 歳以上(b) 2,523 △10.1 2,252 △10.7 1,974 △12.3 1,721 △12.8 1,527 △11.3 

(a)/総数 

若年者比率 
7.0 - 6.6 - 6.6 - 6.5 - 6.3 - 

(b)/総数 

高齢者比率 
52.5 - 54.0 - 55.0 - 55.9 - 58.0 - 
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（２）産業の推移と動向 

本町の就業人口は令和２年の国勢調査において、２，６１４人となっており、人口の減少

等よる影響により、長年減少傾向が続いている。 

産業別人口の推移は、昭和３５年の６，７４６人から昭和５０年には５，７９１人と８５．

８％に減り、令和２年には２，６１４人で、昭和３５年の３８．７％にまで減っている。そ

して、その動向は部門別によって大きく異なっており、昭和３５年の第一次産業５３．６％、

第二次産業１４．２％、第三次産業３１．８％に対し、令和２年には第一次産業１４．９％、

第二次産業１９．３％、第三次産業６４．２％と就業構造が大きく変化している。第一次産

業就業人口比率の減少は、後継者の他産業流出によるものと思われるが、第二次、第三次就

業人口比率は増加しているものの、実質人数は減少していることから、就業構造の変化に対

応した就業の場が不足していることがうかがえる。 

今後も人口の減少に比例した更なる人材の流出が続くものと想定され、地域経済の更な

る縮小などを招くことが地域社会の存続に多大な影響を与えるため、持続可能な地域社会

に向けた対策が急がれる。 

 

表１－３ 産業別人口の推移（国勢調査）              （単位：人、％） 

区分 
昭和 35 年 昭和 50 年 平成 2 年 平成 17 年 令和 2 年 

実数 実数 増減率 実数 増減率 実数 増減率 実数 増減率 

総数 6,746 5,791 △14.2 4,927 △14.9 3,857 △21.7 2,614 △32.2 

第一次産業 

就業人口比率 
53.6 27.9 - 22.5 - 17.8 - 14.9 - 

第二次産業 

就業人口比率 
14.2 21.9 - 26.9 - 24.7 - 19.4 - 

第三次産業 

就業人口比率 
31.8 45.3 - 50.6 - 57.2 - 64.2 - 

 

３．行財政の状況 

 

（１）行財政の状況 

本町は、南部地域広域市町村圏の中心に位置し、１市４町（阿南市、那賀町、美波町、牟

岐町、海陽町）とともに調和のとれた工業開発や産業の振興、観光開発を目指している。 

行政執行体制については、合併により住民サービスの低下を招かないよう、旧日和佐町役

場を本庁舎とし、旧由岐町役場を由岐支所、旧阿部支所を出張所として行政運営を行ってい

る。 

本庁舎に１１課（総務課、政策推進課、会計課、消防防災課、税務課、福祉課、住民生活

課、産業振興課、建設課、健康増進課、上下水道課）と議会事務局、教育委員会、日和佐公

民館、地域包括支援センター、日和佐診療所があり、由岐地区に由岐支所と由岐公民館、美

波病院がある。 
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  本町の財政状況は、令和６年度普通会計の決算額で、歳入 78億 4,766万円、歳出 74億

7,728万円となっている。 

歳入では、町税等の自主財源は 16億 4,177万円で構成比が 21％と乏しく、国・県に大き

く依存した財政構造となっている。 

依存財源は、地方交付税の 35 億 7,905 万円（45.6％）、町債の 10 億 5,100 万円（13．

4％）、国庫支出金 9億 9,805万円（12.7％）、県支出金 2億 9,347万円（3.7％）となってい

る。 

一方歳出の内訳では、義務的経費 24億 4,058万円（32.6％）、投資的経費 17億 8,665万

円（23.9％）、その他経費 32億 5,005万円（43.5％）となっている。 

財政構造の弾力性を示す経常収支比率は、令和元年度決算では 94.6％であったが、令和

６年度決算では 97.2％となった。 

また実質公債費比率においては、令和元年度決算において 5.6％であったが、令和６年度

決算では 10.3％となった。 

国・県に大きく依存した本町の財政構造においては、国家財政の動向により町財政が大きく

変動するため、より一層の経費節減とふるさと納税等の新たな財源の増加により集中した

事業実施に努めなければならない。また、高度化・多様化する様々な住民ニーズを考慮しな

がらも町民との協働の推進やコスト意識を重視した継続的な行政改革の実施、行政のスリ

ム化を図ることにより、事務事業の抑制を行い経費削減に努め、自主財源の安定した確保を

目指す必要がある。 

主要な公共施設の整備状況は、表２－１（２）のとおりであるが、老朽化に伴う維持費の

増大や利用率の低下が想定される施設、遊休施設の新たな管理・活用検討、統廃合等に係る

財源の確保が課題となっている各施設については、様々な公共サービスの拠点となること

から、財政健全化に配慮しながらも「美波町公共施設等総合管理計画」の方針に基づき民間

資金も含め、一体的かつ総合的な検討・整備を行う必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

 

表２－１（１） 財政の状況                      （単位：千円） 

区   分 平成 27年度 令和元年度 令和６年度 

歳入総額 Ａ 6,639,399 6,659,229 7,847,664 

 一般財源 4,618,303 4,568,446 5,092,229 

 国庫支出金 457,360 504,243 998,053 

 県支出金 332,847 284,790 293,467 

 地方債 740,700 1,030,500 1,051,000 

  うち過疎債 267,800 191,300 680,700 

 その他 490,189 271,250 412,915 

歳出総額 Ｂ 6,403,135 6,343,895 7,477,277 

 義務的経費 2,118,571 2,080,603 2,440,577 

投資的経費 690,981 1,202,470 1,786,649 

  うち普通建設事業 645,035 1,173,767 1,779,865 

 その他 3,593,583 3,060,822 3,250,051 

過疎対策事業費 2,364,387 454,499 1,645,047 

歳入歳出差引額 Ｃ（Ａ－Ｂ） 236,264 315,334 370,387 

翌年度へ繰越すべき財源 Ｄ 59,817 60,184 131,427 

 実質収支 Ｃ－Ｄ 176,447 255,150 238,960 

財政力指数 0.17 0.17  0.16 

公債費負担比率 17.1 20.0  18.6 

実質公債費比率 5.6 5.6  10.3 

起債制限比率 - - - 

経常収支比率 85.2 94.6  97.2 

将来負担比率 - 4.1 54.8 

地方債現在高 5,975,010 8,286,581 7,825,563 
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表２－１（２）主要公共施設等の整備状況 

区   分 
平成 2 

年度末 

平成 12 

年度末 

平成 22 

年度末 

令和元年 

度末 

令和 6 年

度末 

町道 改良率（％） 

旧由岐町 37.9 41.1 
58.1 58.5 58.7 

旧日和佐町 53.4 60.5 

町道 舗装率（％） 

旧由岐町 70.7 72.8 
84.9 89.4 89.4 

旧日和佐町 81.5 86.1 

農道 

延長（ｍ）   － － 4,580 4,453 4,453 

耕地１ha 当たり 旧由岐町 26.8 31 
－ － － 

農道延長（ｍ） 旧日和佐町 5.1 1.6 

林道 

延長（ｍ）   － － 17,839 30,019 30,019 

林野１ha 当たり 旧由岐町 2.1 2.1 
－ － － 

林道延長（ｍ） 旧日和佐町 4.8 5.9 

水道普及率（％） 

旧由岐町 93.5 99.6 
87.9 89.2 83.1 

旧日和佐町 86.4 75.7 

水洗化率（％） 

旧由岐町 － － 
54.4 65.1 89.0 

旧日和佐町 － 45.7 

人口千人当たり病院、 旧由岐町 11.6 13.6 
28.1 7.6 8.8 

診療所の病床数（床） 旧日和佐町 30.5 32 

 

（２）施設整備水準の状況 

①道路 

 町道整備は、住民生活や産業活動に欠かせない社会基盤であることから、これまでにも計

画的に整備を推進しているものの、令和６年度末で改良率が５８．７％、舗装率は８９．４％

となっている。今後は維持修繕等長寿命化に重点を置きながらも新規道路整備による交通

体系整備を計画的に実施していく必要がある。 

②上水道・下水道 

 上水道については、令和６年度末現在で普及率８３．１％となっており、未普及地域の解

消と今後も安全で良質な水道水を安定供給するため、水質の監視の継続及び計画的な施設

の更新を図る必要がある。 

 下水道については、公共下水道計画区域における水洗化率は令和６年度末で６５．０％で

あり、依然として低いことから、快適な生活環境と水質の保全のため、引き続き地域の実情

に応じた排水処理事業を実施して水洗化率の向上を図る必要がある。 
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４．地域の持続的発展の基本方針 

 本町における課題として、基幹産業である第一次産業の維持・低迷や人材不足による社会

経済問題、自然減と社会減の両面からの人口減少や少子高齢化問題などがあり、長年にわた

り本町を取り巻く社会環境は厳しく計画的に安定した財源を確保することが非常に困難な

状況が続いている。このことから、「海・山・川の恵みを活かし、知恵と心でつくるまち」

を基本理念とした第３次美波町総合計画を基本的指針とし、令和３年に過疎地域自立促進

計画を策定のうえ、産業の振興や交通通信網の整備、生活環境整備などの様々な施策を講じ

ることにより、誰もが安心して暮らせる環境整備を整え、住んでよかったと実感できるまち

づくりに取り組んできた。 

 しかしながら、人口及び生産年齢人口は減少の一途を辿り、少子高齢化にも歯止めをかけ

るには至らず、過疎化は依然として進行し続けていることから、今後も引き続き、地域産業

の更なる縮小・停滞、地域コミュニティや経済活動への影響が懸念されている。 

 このような状況において、全国的に人口減少や少子高齢化が進む厳しい現実の中では 

住民票の有無だけに囚われないまちづくりの施策が必要と考えた本町では、都市部企業の

サテライトオフィス誘致や、学童の多拠点就学を可能とするデュアルスクール制度の実施、

また、飲食店などのサービス業の創業支援などを積極的に進めてきた。その結果、サテライ

トオフィス企業の進出、移住者・関係人口の増加による祭事や防災活動への参加、地域産業

との連携創出など、町には活気や新たな賑わいが生まれている。 

本町はこうした流れをさらに加速・拡充させることで、たとえ人口減少と過疎化が進もう

とも、活気にあふれる賑やかなまちであり続けることを目指し、そのために、全国で生き残

りをかけた移住者や企業の誘致が行われる中でも選ばれる町となれるよう、町内外に届く

まちづくりの指針・キャッチフレーズを「“にぎやかそ”にぎやかな過疎の町 美波町」と

定め町民と行政が一体となったまちづくりを推進している。また、『持続可能な「にぎやか

そ」の自立モデル都市』を目指す取組が、令和４（2022）年度に国の「SDGs未来都市」に選

定された。 

 このような状況に鑑み本計画は令和５年度に策定された「第３次美波町総合計画」（以下

「総合計画」という。）及び令和５年度に策定された前期基本計画を基本的指針として総合

計画策定時の審議会や住民意識調査による地域の実情や抱える課題、住民の意向などを反

映のうえ、以下を重点的に推進することにより、地域の持続的発展を図るものである。 

 

・働く場所とにぎわいがあるまちづくり 

・誰もが安全・安心に暮らせるまち 

・美しい自然を次世代へつなぐ持続可能なまち 

・郷土を愛し、未来を創る人を育むまち 

・快適で居心地の良いまち 

・すべての人が健康で安心して暮らせるまち 

・住民と共に創る自立したまち 

 

また、令和７（2025）年度には第３期美波町総合戦略「“にぎやかそ”美波ふるさと創造

戦略」を策定し、美波町の特色を活かし持続あるまちづくりに取り組むこととしている。 
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５．地域の持続的発展のための基本目標 

 本計画の基本方針に基づく基本目標は以下のとおりとする。 

目標指標 
基準値 

（令和７年） 

目標値 

（令和 12年） 
備考 

サテライトオフィス誘致数 ３４社 ５０社  

主要施設の来訪者数 ８０万人 １００万人  

出生数 ９人 ３０人  

地域独自の取り組み支援 １３件 １５件/年  

 

６．計画の達成状況の評価に関する事項 

本計画の達成状況の評価は、計画期間満了後の令和 13年度において議会へ報告することと

する。 

 

７．計画期間 

計画期間は令和８年４月１日から令和 13年３月 31日までの５カ年間とする。 

 

８．公共施設等総合管理計画との整合 

美波町公共施設等総合管理計画は、本町の所有する各公共施設の管理状況が記載されて

いるものであり、本計画における各事業の対象となっている公共施設も記載されているこ

とから、過疎対策事業債活用を前提としての本計画との整合性は取れているものである。 

今後も引き続き美波町公共施設等総合管理計画に基づき、これまでの対症療法的な維持

管理（事後保全）から、計画的な維持管理（予防保全）へ転換し、施設の劣化が進行する前

に、計画的な維持管理（予防保全）を実施していくことで、施設の長寿命化を図り、施設の

ライフサイクルコストを縮減する。既存の施設については、施設の利用状況及び利用ニーズ

を踏まえ、用途の見直しや統廃合も含め、民間ノウハウ・民間資金の活用等多様な手法によ

りその有効活用を促進し、財政負担の軽減及び効果的かつサービス向上を図る。 

また、施設の新設や改築にあたっても、民間ノウハウ・民間資金の活用、関係施策との整

合性を図りつつ、公共施設の集約化・複合化を検討し、積極的に既存施設の有効活用を進め、

可能な限り、新規施設整備の抑制を図るものとする。 
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第２．移住・定住・地域間交流の促進、人材育成 

 

１．現況と問題点 

 

（１）広域連携 

海部郡３町は、かねてより行政区域を越えて生活圏を共有し、社会･経済･教育等の面で結

びつきも深いことから、これまでにも消防･救急･ごみ処理などをはじめとした広域での連

携した取り組みを進めることにより、効率的な行政運営を行ってきた。また、平成２８年３

月には阿南市と圏域４町それぞれの間で定住自立圏形成協定を締結し、南阿波定住自立圏

共生ビジョンのもと、更なる結び付きの強化を果たしたところである。 

しかしながら、現在の日本は本格的な人口減少社会へと突入しており、南阿波定住自立圏

においても一貫して減少傾向が続いている。平成２２年と令和２年の国勢調査の比較にお

いても、１３，２５８人減少（１２．２％減）しているところであり、人口減少及び少子高

齢化の進行は今後も続くと想定されている。また、それに伴う生産年齢人口の減少がもたら

す人材不足は地域経済の縮小や停滞、地域コミュニティの機能低下、厳しい財政状況等が今

後も見込まれることによる行政サービスの低下等の様々な問題も懸念されている。 

このことから、安心して満足した生活できる圏域をつくることにより人口流出を抑え、さ

らには都市圏からの訪れたい・住みたいという選ばれる人の流れを創出することが求めら

れている。 

 

（２）移住・定住 

新たな人の流れを創り、移住･定住の促進を図るためには、情報発信の強化、サテライト

オフィス、デュアルスクール制度、恵まれた文化・環境資源等を活用した二地域居住の推進、

交流人口である観光客のほか、ふるさと納税制度等による本町への強い想いを寄せてくれ

る関係人口の創出と併せた本町への繋がりを深める取り組みが必要である。 

そのためにも、美波町の観光資源や豊かな自然環境、人付き合いといった「町の魅力」を

更に高め、多くの方が発信し続けることが重要であるため仕組み構築が急がれる。 

近年、全国的に問題となっている空き家の増加については、本町においても同様となって

おり、敷地内に留まることのない散乱や家屋の倒壊の危険性、強風の際には屋根や外壁の飛

散等による近隣住民への直接的な被害も発生しており、周囲の景観及び住環境への様々な

問題を引き起こしている。 

また、空き家の増加が地域活力の低下を招く一因となることにより地域コミュニティの

維持が困難となるなど、過疎地域の振興を目的とした定住促進に悪影響を及ぼすため、早急

に町内会と連携した組織の構築と対策が必要である。 

 

（３）地域コミュニティ 

町内会などの住民組織は、地域におけるゴミの分別や収集、治安維持のための防犯活動、

高齢者支援や子育てに対する見守りなど生活環境を向上させる活動や災害時における相互

協力など、地域コミュニティ活動の核として重要な位置づけにある。 

しかしながら、人口減少や少子高齢化による核家族化、単身世帯の増加、プライバシー意

識の高まりによる閉塞感、コンビニ文化やＳＮＳなどの影響による価値観の多様化がもた
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らす地域への愛着･帰属意識の低下等により、近年はその組織への加入率の減少が見られ、

また、組織内の高齢化がもたらす支え合いと組織力の低下が重要な問題となっている。 

また、町内会などは長年にわたり様々な局面において住民組織を代表する役割も担って

きたことから、行政側としても行政機能の補完的役割を期待し、住民への情報提供等の連絡

調整機能を委ねてきたところである。このことからも、現在の減少傾向が行政運営へ与える

影響は小さくなく、住民への行政サービスの低下も懸念されるところである。 

今後も人口減少や少子高齢化は続くものと想定されており、各組織の更なる減少が懸念

されるため、人口減少を見据えた新たな対策が急務である。 

 

２．その対策 

 

（１）広域連携 

南阿波定住自立圏共生ビジョンのもと、日常生活圏を共有する市町村が役割分担を行い、

互いに連携･協力することにより、圏域全体の活性化を目指す。また、各自治体が有する地

域資源を有効に活用するためにも、各市町村の独自性を互いに尊重しながら、「生活機能の

強化」「結びつきやネットワークの強化」「圏域マネジメント能力の強化」の３つの視点にお

いて課題を整理することにより、生活に必要な機能を圏域全体で確立する。その上で、「定

住」のための暮らしに必要な諸機能を総体として確保するとともに、「自立」のための経済

基盤や地域の誇りを培い、人口流出を抑え、情報発信の多様化を活かし都市圏から訪れた

い・住みたいという選ばれる人の流れを創出することにより、将来にわたって地域住民が安

心して満足した暮らしができる魅力あふれる圏域づくりを目指す。 

 

（２）移住・定住 

地域との関わりを持つ人材を確保していくことが重要であることから、情報発信の強化、

サテライトオフィス、デュアルスクール制度、恵まれた文化・環境資源等を活用した二地域

居住の推進による交流人口の増加及び関係人口の創出を図り、本町に対する愛着の醸成を

促し、移住･定住希望者の増加に繋げる。 

空き家問題については、空き家を地域の資源と捉え町内会と連携した組織の構築を図り、

空き家バンク制度の周知を進めることにより、登録物件の増加を図り、空き家の利活用のた

めの町内利用希望者や町外からの移住希望者との連絡調整等を行い、管理が行き届いてい

ない空き家の所有者に対しては、物件提供意向の調査や適正管理に向けての助言･指導を行

うことにより、増加傾向にある空き家の有効活用及び良好な住環境の維持と地域コミュニ

ティ向上に努める。 

 

（３）地域コミュニティ 

地区公民館をはじめとした公共施設については、町内会などの地域住民の交流活動拠点

として重要であることから、利用状況の変化に対応しながら町内会のニーズに合った改修･

活用を可能とする。 

災害時の相互協力だけに限らず、日常における地域の見守りや支えがあれば防げた可能

性のある子どもを狙う犯罪や事故、高齢者の孤独死などの地域の希薄化がもたらす様々な

問題への対策として、コミュニティ活動を推進していくうえで非常に重要な組織である町
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内会、ボランティア団体などの各種団体については、組織の高齢化が課題となっているため、

若者との関わり強化、デジタル技術の活用等、先進地の事例などを参考に自立したまちづく

りのための活動に対する支援に努める。 

また、各種大会や伝統行事を通じた地域内外の交流を促し、高齢者や地域リーダーと地域

住民の交流を充実させることにより、まちづくりの活力や魅力が向上していく活動を推進

する。 

本格的な人口減少社会に突入している現在、益々多様化･細分化する住民ニーズへ応えて

いくためには、行政の画一的な施策だけでは非常に困難となるため、地域の想いと主体性を

尊重しながら地域と行政が共に前を向く「協働」に取り組んでいく必要がある。そのために

も、地域コミュニティの必要性や有用性の働きかけ、地域の調整役や若手リーダーの発掘･

支援などの人材育成に努める。 

 

３．事業計画（令和８～12 年度） 

計画は末尾表のとおりとする。 

 

 

第３．産業の振興 

 

１．現況と問題点 

 

（１）農業 

本町の農業の現況は、耕地面積３９４ha、農家戸数２５４戸である。営農形態は、水稲単

作形と、水稲と露地野菜、施設野菜、花卉または畜産等を組み合わせた複合型に大別され、

水稲については高付加価値商品として、特別栽培米（乙姫米）の栽培を推進し、野菜につい

ては、菜の花、オクラ、ほうれん草、キュウリなどの栽培面積拡大に取り組んでいる。 

 近年は、農業従事者の高齢化が著しく、高額な農業機械、肥料・燃料費の高騰等、担い手

不足が深刻な状況にあり、従事者の平均年齢が高く、今後も高齢化は進むものとみられる。

また、高齢化の進行と人口流出とともに、中山間部を中心に遊休農地化や耕作放棄が進んで

いる。これには、条件不利地ということだけではなく、有害鳥獣の増加による農作物への被

害拡大や耕作放棄地の増加など、生産活動の持続意欲を低下させる外的な要因も存在して

おり、有害鳥獣駆除対策の拡充も重要となってきている。国の青年就農給付金や農地中間管

理機構の設立による担い手への農地の集約、農協等を核とする次世代園芸産地創生の取り

組みなど、新たな動きが見られるものの農業の衰退に歯止めをかけるには至っていない。 

 

（２）林業 

町の森林面積は、総土地面積の８８％にあたる１２，３５１ha であり、木材生産機能の

ほか、国土の保全、水資源の涵養等多面的な機能を有しており、これらの機能を通じて地域

住民の生活と深く結びついている。森林面積のうち民有林がほとんどを占め、人工林面積は

６，８２８㏊で、人工林率は５６％に達していて、スギ、ヒノキの９～１３齢級が６８％を

占め、収穫期を迎えている。このことから、木材生産と森林の保全の両面を考慮した森林施



13 

 

業や林内路網整備が期待されており、良質材の生産に欠かせない下刈り、枝打ち、除間伐な

どの地道な森林施業も併行して進める必要がある。 

しかし、近年の林業を取り巻く状況は、外材との競合、木材需要の変化などにより、木材

価格の長期にわたる低迷、国産材の伸び悩みなどで採算性は著しく低下し、林業従事者も減

少、高齢化するなどの要因により、林業施業あるいは林内路網の整備は遅れがちな傾向にあ

り、後継者の確保対策も必要である。そうした中、南海トラフ地震とその津波による大規模

な被災に備えた板材や柱材の「木材備蓄」の重要性が語られ始め、県や建築関係団体等では、

木材流通業者にも加わってもらった備蓄と流通のシステム構築が検討されはじめている。 

大規模な津波被害が想定される一方で、町有林と木材産出事業者、製材業者、そして備蓄

可能空間を有する美波町に対しては、地域分散型小規模木材備蓄システムの先導的なモデ

ル構築者の一つとして期待が寄せられている。また、森林経営管理法（H31.4.1施行）に伴

い、森林を適正に管理し、経営可能な森林は「意欲と能力のある林業経営体」による森林経

営への移行などを行う「新たな森林管理システム」を実施することとなり、実施に必要な財

源についても森林環境譲与税が創設され、森林の健全な育成、水源かん養、土砂流出防備、

CO2吸収固定等など、森林のもつ多面的機能を保全することが可能となった。 

とくしま樵木林業推進協議会が申請した「みなみ阿波の樵木林業システム―照葉樹林に

育まれた里山、里海の物語―」の日本農業遺産に認定され燃料革命以降放置、荒廃が進んだ

里山照葉樹林の再生・保全を推進し、得られた原木を活用した「樵木備長炭」や「樵木薪」

の製造・販売を行う企業も生まれ、森林資源の有効活用と産業化を進めることで、持続可能

な地域経済の発展に貢献している。 

また、炭窯の規格統一や IoTクラウドを活用した製炭システムの開発により、従来の製炭

技術を数値化・可視化することに成功した。林業と製炭業が分業化する現代において、山づ

くりから製品の製造・販売、ブランド化、地域産業化、環境保全に至るまでを一貫して行う

「林業六次産業化モデル」を確立。他地域にも適用可能な新たな手法として、地域資源の最

大活用と持続可能な発展を実現するモデルを提案している。 

 

（３）水産業 

本町の漁業は、自営型漁船による沿岸・沖合漁業が主体をなしている。漁業協同組合は、

伊座利、阿部、由岐、木岐、日和佐の５漁協があり、漁場は変化に富んだ海洋環境のもと魚

種が豊富で、釣り、網、採貝などを中心に営まれているが、経営は小規模であることから、

漁獲の変動は大きく、不安定になっている。毎年、ヒラメ等の稚魚や、アワビの稚貝の放流

事業、アオリイカの産卵礁設置、あるいは貝類の餌となる藻場の造成事業などに取り組んで

いるが、水揚量はこの１０年間で更に減少しており、漁価も景気の低迷に伴う船舶の維持費、

燃料費の高騰、水産物の輸入などの要因により低下するなど、漁業を取り巻く状況は一段と

厳しくなっている。 

水揚量、水揚額の減少は、漁業従事者の高齢化の進行と従事者の減少、様々な要因による

漁場環境の悪化や乱獲の影響などを含めた水産資源の減少などによるものと考えられるが、

今後は漁業者のみならず、地球規模での水産資源や漁場環境の保全を図る必要があり、水産

資源の保護を図るため、対象魚種の広域的な調査研究対策が必要となってきている。そのよ

うな中、全国的に問題視されている磯焼け問題解決に向け、漁協及び民間企業が連携し、藻

場再生を軸とした地域経済活性化「藻藍部プロジェクト」に取り組んでいる。 
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また、漁獲量の減少は漁協の販売量減少に直結し、漁協のみならず仲買業者や生鮮魚介類

を輸送する運送業者の経営も圧迫し、運送業者が廃業する事態も生まれている。そのような

中、漁民の有志が台風が来ない冬場に海藻養殖を行う取り組みが行われているほか、漁協が

主体となって漁場を多面的に活用するいくつかの取り組み、漁師の若者が中心となり次世

代への継承、鮮度管理と新たな流通開拓など漁業収益向上に向けた取り組みが行われるな

ど、内発的な水産業持続活性化の萌芽が見られるようになってきている。 

 

（４）商工業 

本町の商店のほとんどが小売業を主とし、小規模経営で家族労働による商店が多いが、自

動車の普及と道路整備の進行に伴い、徳島市、阿南市等の都市部への通勤者増加と連動する

かのように購買力も流出し、社会減に少子高齢化も加わった人口減少による地元需要の減

少も影響し、厳しい商店経営となっている。集落における貴重な商店が経営難や後継者不在

を背景として閉店し、移動販売車に頼ったり、月に何度かの地区外でのまとめ買いで暮らし

に必要な物資を確保する点在集落も見受けられるようになっているが、そうした集落の多

くで高齢化が進行し、交通手段等を持たない「買い物難民」が増加する傾向にある。かつて

最大の中心市街地であった薬王寺門前である桜町通りも、購買力流出の影響でシャッター

を降ろしたり、閉店後に専用住宅化するなど、かつての賑わいは想像できないほどに変貌し

ている。JR 日和佐駅の背後で国道５５号の間に平成１７年にオープンした道の駅日和佐の

第三セクターの運営会社 (株)道の駅日和佐の経営も厳しく、これは薬王寺門前桜町通りに

集中するシャッターを降ろした複数の土産物店同様に、年間８０万人にのぼる薬王寺参拝

者を購買客として誘引できる魅力を持ち得ていないと考えられる。 

企業誘致は若者の定住と所得の向上をもたらすものと期待されるが、景気の影響や、製造

業を中心とした外国への工場移転などの産業空洞化、想定される南海トラフ地震の被害想

定拡大などにより、従来型の企業誘致の環境は益々厳しいものになっている。 

一方で美波町は、サテライトオフィスと称される事業所の誘致数は県内トップクラスと

なっている。それに加えて、町移住交流支援センターの取り組み拡充もあって、地区的に若

干の偏りはあるものの、美波町内へのＵＩＪターン者が増加している。平成２６年度に試験

的にスタートした「小規模事業起業支援制度」は、内発型産業おこしの呼び水となり、継業

という形で消滅する事業所の継続が実現するなどの効果を発揮している。 

また、平成２７年から門前町再生事業として薬王寺門前桜町通りではイベント開催、空き

家の活用、景観形成について計画的に取り組んでおり、新たな商店の開業が相次ぐなど明る

い話題も存在している。 

 

（５）観光 

本町は、室戸阿南海岸国定公園の中央部に位置し、「田井ノ浜海水浴場」「アカウミガメと

その産卵地の大浜海岸」「日和佐うみがめ博物館カレッタ」「千羽海崖」「南阿波サンライン」

「薬王寺」などの有力な観光交流資源を有し、年間８０万人近い来訪者がある。明石海峡大

橋に代表される高速道路網の整備は、県中央部や県西部では入り込み客数の伸びに効果を

発揮したようであるが、高速道路網の県南延伸が遅れている県南観光への効果は、高速道路

の通行料金引き下げが行われた一時期を除き、期待したほど現れていない。これは、徳島市

から県南部へ、そして更に高知県方面へ延びる高速道路整備の遅れが大きな要因であると
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考えられており、その早期整備が望まれているが、一方で、薬王寺への参拝者を含めて、来

訪者や観光客が正月と春の連休、夏に集中する傾向があるため、年間を通しての安定した入

り込み客の確保対策が以前から重要となっていた。 

美波町のイメージに関する町内外でのアンケート調査などで必ず上位に来る「恵まれた

自然環境」を資源とする誘客策の拡充に期待が寄せられており、それらは低迷する一次産業

に対しても光明を与える可能性を内包している。 

日和佐城が休館中であることに加え、「日和佐うみがめ博物館カレッタ」や「南阿波サン

ラインモビレージ」あるいは「イザリ Café」などがあるものの、インドア系の公設観光施

設や集客施設が多くはない美波町にとって、この「恵まれた自然環境」のイメージは貴重と

考えられる。現在の取り組みは日帰り型が多く、宿泊施設の確保が課題となっており、観光

客の滞在と回遊を促す仕組みづくりとして、地域資源の地域内循環による観光と宿泊、食を

セットとした地域で資金が循環する仕組みづくりが重要である。 

 また、体験型の観光商品開発や周遊ルートづくりなどの美波町の魅力を活かした取り組

みが重要であり、歩き遍路など増加している外国人観光客に対する対策も意識して進めて

いくことが求められている。 

 

２．その対策 

 

（１）農業 

既設の農業生産基盤の維持に留意するとともに、担い手の確保、営農集団、農作業受託組

織等の育成・強化を推進し、農業経営の安定・効率化に努める。また、地域の特性に応じた

推奨作物や新規導入作物の選定に努める。 

有害鳥獣駆除対策については、狩猟免許取得に対する支援、駆除奨励金の支出は勿論のこ

と、有害駆除ＤＸ、ドローンを活用した駆除の実証実験、駆除躯体の処分や有効活用可能な

躯体についての処理のための施設整備なども検討を行う。有害鳥獣出没の要因の一つに、取

り残し果樹や収穫残野菜の放置などがあることから、それらを減らすための新たな商品づ

くりと併せ、ふるさと納税返礼品としての方策についても模索を行うとともに、農地におけ

る鳥獣被害を軽減するため侵入防止柵設置に対する補助制度の充実を図る。 

産地形成については、町域にこだわることなく郡内や県南域を視野に、県や農協等と連携

しながら、次世代につながる産地育成を推進し、新規就農者の確保や生産の確立、経営の安

定を目指す。 

また一次産業における担い手不足を解消するため、新規事業を展開する事業者を支援す

る補助制度を新設し、一次産業の振興及び地域社会の活性化を図る。 

 

（２）林業 

森林施業の効率化・労力の低減、安全作業等に資するため、作業路網の整備、あるいは機

械化の促進に努める。森林施業の計画的実施を図るため、森林所有者の合意形成を進め、施

業の共同化と事業量の確保に取り組む。水源涵養や保健機能の期待できる町有林について

は、維持と開発のバランスを意識しつつ主間伐や植林を行い、複層林化に努める。 

広葉樹林においては、「みなみ阿波の樵木林業システム―照葉樹林に育まれた里山、里海

の物語―」の日本農業遺産産の認定を機に、樵木林業の価値をさらに広め、全国各地への展
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開と里山の価値や環境回復の重要性が高まる中、地域と共に、樵木林業の発展に寄与すると

共に、伝統技術と最先端技術を融合させた樵木林業や薪炭産業を、持続可能な森林管理の新

たなモデルとして進化させ、後継者育成により社会全体に広めることを目指す。 

また、森林管理システムにおける森林経営管理制度を推進協議会等に一元化し、森林所有

者に対して意向調査の実施や、森林境界の明確化や森林整備事業などを合理的に行うこと

により一体的かつ適正な森林の管理を行う。 

併せて、地球温暖化対策としてＪ－クレジット制度を活用し企業のカーボンニュートラ

ル行動計画の目標達成やカーボン・オフセットなど、環境対策等の活用を目指す。 

有害鳥獣対策や新規就農者確保策という意図を含めて、多面的機能を有する森林の休養

あるいは交流の場としての活用に取り組む。また、製材業者や建築関係者、木材流通業者等

との連携を模索し、木材利用の推進と南海トラフ地震津波の大規模災害から速やかな復旧

や復興を実現するため、木材備蓄循環システムの構築を模索する。 

 

（３）水産業 

漁場の生産性の向上を目指し、魚礁の整備、藻場の造成、種苗放流等に努める。漁獲量減

少の要因の一つに、漁業者自身による漁業管理の脆弱さが指摘されていることから、可能な

漁協・漁場から禁漁区設定を模索し、水産資源の保護と増殖を模索する。漁業者の乱獲要因

の一つに漁獲量の減少と魚価の低迷による漁家経営の厳しさがあることから、漁場や漁法

そのものを資源とする体験型交流事業による所得確保を推奨する。 

また、漁協単位で対応可能なところについては、ダイビング事業や飼い付け漁業、海藻養

殖など新たな事業に取り組み、漁業権の新たな活用スタイルを模索するものとする。老朽化

する漁業施設及び漁港施設の維持や長寿命化に努める一方で、漁獲物の高付加価値化のた

めの施設や設備については、その導入・整備を図り、効率化や近代化を推進する。関係機関・

団体等との連携により、先進地視察や研修などを行い、後継者や新規就業者を含む漁業従事

者の育成・確保に努めると共に、漁協の経営基盤強化や漁家の経営安定のため漁協合併や鮮

度管理と新たな流通開拓による漁業収益向上に向けた取組みを推進する。 

併せて、地球温暖化対策として「藻場プロジェクト」によるブルーカーボンの取組み推進

により企業のカーボンニュートラル行動計画の目標達成やカーボン・オフセットなど、環境

対策と併せた漁業のイノベーション化を目指す。 

 

（４）商工業 

様々な要因で従来型の企業誘致が困難なため、サテライトオフィスの更なる誘致や内発

型の産業おこし、継業による既存事業所の存続を意識した「美波町小規模事業起業支援制度」

を継続実施するほか、商工会が主体となり、経営合理化・税制・金融問題などの相談や指導

を積極的に行い、既存事業所の近代化及び経営体質改善を図る。地元及び近隣市町の購買力

を引き付けることのできる商店街づくりが容易でないことを自覚し、それぞれの地域で必

要とされる商店や事業所を地域政策と連携して支援する制度を検討する。薬王寺門前の一

定部分については、参拝者及び観光客向け商店群としての再生を模索するため、様々な関係

者が加わった検討組織を形成し、場合によってはそれを母体として地域商社的組織や商店

連盟的組織を構築して再生計画の検討を模索する。道の駅日和佐については、今も今後も美

波町の重要なターミナルであり、生産者及び商工産業にとっては貴重なアンテナショップ
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機能を有する場でもあることから、経営安定につながる様々な魅力と機能の向上策を検討・

提案・実施する。併せて、ふるさと納税返礼品開発含め新たな産品開発や販売促進に関して

は、（株）道の駅日和佐がハブとなり商工会や観光協会、漁協や農協、大学などと連携を図

りながら積極的に改善に取り組むものとする。 

 

（５）観光 

美波町の「恵まれた自然環境」を資源とする誘客策の拡充に努める。令和７年度リニュー

アルした「日和佐うみがめ博物館カレッタ」を活用し、こども園や小学校の環境学習、中学

校や高校の修学旅行生の体験学習の受け入れについて取り組むとともに、民泊家庭の継続

的な募集と宿泊施設不足の課題に取り組む。農林水産業体験等についても受け入れ先の確

保と受け入れメニューの検討等体制の整備充実に努める。「恵まれた自然環境」のイメージ

を大切にし、うみがめマリンクルーズ、ひわさうみがめトライアスロンやトレイルランニン

グ、町歩きツアー、カヤック体験やトレッキング、磯の観察会、漁業体験、魚料理や干物づ

くり体験、川遊びなどをできる限り無理なく継続できるよう、実施体制や運営体制の検討に

努める。また、このほか、ダイビング事業などの日帰りプランを１泊２日プランに拡充して

いける体験型の観光商品開発など、新たな魅力づくりを行い、或いは観光事業関係者が連携

しての周遊ルートづくりなどにも取り組む。観光客の滞在と回遊を促す仕組みづくりとし

て、それぞれの観光拠点の魅力向上により地域資源の地域内循環による観光と宿泊、食をセ

ットとした地域で資金が循環する仕組み構築を図る。 

歩き遍路を含め増加傾向にある外国人旅行者に対する対策として、観光案内所等に英語

力の高い人材を配置するように努める。また、美波町観光協会を中心に土佐街道並びに遍路

道の現地調査を実施し、案内看板の設置や古道の危険個所などの修復を行い、新たな観光資

源として古道のロングトレイルを定着させるための整備を図る。 

地域高規格道路（阿南安芸自動車道）のうちの桑野道路及び福井道路の区間の完成を見据

え、ライフスタイルの変化に対応する滞在型や二地域居住等の目的意識を持った観光客獲

得に努め、移住者増加の契機にもなるように努める。農林漁業などの地域内産業と連携・関

連を深め、地域単位の体験・交流事業の実施や、地域の持続活性化に寄与する取り組みを、

観光協会や商工会なども加わりながら推進していけるように連絡調整に努める。そのため

に必要となる施設・設備、拠点等については、地域での取り組みを先行させながら適正な規

模のものを整備できるように留意する。 

 

３．事業計画（令和８年度～12 年度） 

計画は、末尾表のとおりとする。 

 

４． 産業振興促進事項 

（１）産業振興促進区域及び振興すべき業種 

産業振興促進区域及び同区域において振興すべき業種については以下のとおりとする。 

産業振興促進区域 業種 計画期間 備考 

美波町全域 
製造業、農林水産物等販売業、

旅館業、情報サービス業等 

令和８年４月１日 

令和 13年３月 31日 
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（２）当該業種の振興を促進するために行う事業の内容 

上記「２.その対策」及び「３.事業計画」のとおり。 

 加えて、南阿波定住自立圏における連携市町をはじめとする周辺自治体、大学、サテライ

トオフィス企業等と連携し、産学官民一体となった経済成長の推進体制の構築や新規創業

の促進及び地域産業の振興、戦略的な観光政策の推進などエリアの魅力を最大限に高める

広域的な取組を検討し、推進していく。 

 

 

第４．地域における情報化 

 

１．現況と問題点 

 

（１）デジタル化の推進 

日本政府が推進する「労働者が多様かつ柔軟な労働形態を選択できる社会」の実現を目指す

取り組みとして 「働き方改革関連法」は 2019年 4月から施行され、テレワークの導入等の

施策が進められている。 

総務省では、「デジタル・ガバメント実行計画」（2020 年 12 月 25 日閣議決定）における

自治体関連の各施策について、自治体が重点的に取り組むべき事項・内容を具体化するとと

もに、総務省及び関係省庁による支援策等をとりまとめ、「自治体 DX推進計画」として策定

した。 

これらの背景として、新型コロナウイルス対応において、様々な課題が明らかとなったこ

とから、デジタル化の遅れに対して迅速に対処するとともに、「新たな日常」の原動力とし

て、制度や組織の在り方等をデジタル化に合わせて変革していく、言わば社会全体のデジタ

ル・トランスフォーメーション（DX）が求められている。 

政府はデジタル社会のビジョン「デジタルの活用により、一人ひとりのニーズに合ったサ

ービスを選ぶことができ、多様な幸せが実現できる社会～誰一人取り残さない、人に優しい

デジタル化～」の実現のためには、住民に身近な行政を担う自治体、とりわけ市区町村の役

割は極めて重要としている。 

 

（２）地域課題によるデジタル化 

防災体制における情報化については、防災行政用無線の整備や各家庭への戸別受信機の

設置により整備体制は着実に整えられている。 

しかしながら、近い将来発生が予想される南海トラフ地震を背景とした安全･安心な生活

確保への強いニーズや、その後も全国で多発している大雨や地震などの自然災害に鑑み、全

ての住民に対してだけでなく、来町している観光客、特に外国人観光客に対しても多言語で

の情報提供により避難が可能となるような災害時における有効で適切な情報発信のための

対策が必要である。 

また、限られたリソースの制約から、これまではデジタル基盤整備に注力しており、関係

人口の創出など地域 DXの取組は本格化していない。 
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２．その対策 

（１）デジタル化の推進 

自治体 DX 全体手順書では DX を推進するに当たって想定される一連の手順（DX の認識共

有・機運醸成、全体方針の決定、推進体制の整備、DXの取組みの実行）が示されており、内

部業務のデジタル完結を主軸に、本町に最適化した DXを進める。 

教育の場においても、学校教育の情報化の推進に関する法律（令和元年法律第 47号）が

施行され、ＧＩＧＡスクール構想に基づく整備を進めている。児童･生徒への一人一台のタ

ブレット端末の配備、教室の Wi-Fi環境整備を完了し、多様な子供たちを誰一人取り残すこ

となく、公正に個別最適化され、資質・能力が一層確実に育成できる教育 ICT環境実現に努

める。 

高齢化が進行する本町においては、高齢者の見守り、高齢者へのＤＸを活用したサービス

が課題となっている。サテライトオフィスマッチングイベント等により官民連携した実証

事業の展開等により課題解決の対策に努める。 

一方、ＩＣＴは利用者にとって便利な反面、これを悪用したトラブルや犯罪、複雑化･高

度化するサイバー攻撃等が増加していることから適切な情報セキュリティ対策を講じてい

くことが重要である。そのためにも、行政側の情報セキュリティポリシーに基づく対応はも

とより、住民や企業等に対しても、情報セキュリティの重要性や情報モラルについての周知

啓発の充実を図る。 

また、既存のシステムに係る維持運営については、システムの集約･統合による効率化を

進めるとともに、適切な外部サービス利用への移行を推進し、リスク管理を鑑みた全体経費

節減に努める。 

 

（２）地域課題におけるデジタル化 

過去の南海トラフ地震、津波や全国で多発している自然災害の教訓を基に、非常時におけ

る住民及び観光客の避難を最優先とした対策活動を円滑･確実なものとするためにも、個別

受信機の更新、行政全般における有効で適切な情報の伝達収集体制の整備を行う。併せて、

「美波町公式 LINE・美波防災ナビ」を活用した防災情報の提供と、教育 ICT 環境実現に併

せた防災教育の推進、サテライトオフィスマッチングイベント等による官民連携した実証

事業の展開等新たなシステム構築に努める。 

また、関係人口創出のための取り組みとして、SNSや魅力発信サイトなどを戦略的に活用

し、本町の豊かな自然や食、文化といった多彩な魅力を発信する。また、デジタルマーケテ

ィングの手法等を検討し、データを基に、観光客や移住希望者のニーズを的確に捉えた情報

提供を目指す。交流人口・関係人口の創出と拡大に繋げ、持続可能な地域づくりを推進する。 

 

３．事業計画（令和８年度～12 年度） 

計画は、末尾別表のとおりとする。 
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第５．交通施設の整備、交通手段の確保 

 

１．現況と問題点 

 

（１）道路 

美波町における道路網は、国道５５号（延長１９km）をはじめ、県道１１路線（延長１０

２km ）、町道４７９路線（延長１３５km）となっている。改良率、舗装率をみると、国道は

ともに１００％となっており、県道は改良率５９．３％、舗装率９９．９％、町道は改良率

５８．５％、舗装率８９．４％となっている。 

 近年の交通量の増加によって、各路線とも早期に改良する必要があり、特に国道５５号は、

昭和４６年に改良が終わっているが、星越峠から一ノ坂トンネルに至る間は険しい山間部

のため、連続するカーブや急勾配による交通事故も多発しており、また台風の常襲地帯でも

あることから、異常気象時には交通規制が行われることもある。 

 平成１２年３月には、四国の高規格幹線道路網は、四国全体を大きな「８の字ルート」で

結ばれたが、四国東南地域はそのルートに含まれていない。そういった状況の解消を図るた

め、国土交通省は地域高規格道路（阿南安芸自動車道）日和佐道路９．３km を直轄事業と

して平成１２年４月に着工し、平成１９年には日和佐・由岐間６．２km が、平成２３年に

は、由岐・小野間３．１km が完成し供用が開始された。阿南安芸自動車道のその他の区間

においても、異常気象時の迂回路としての機能を果たし、安全な人や物の流れを確保して社

会生活を維持するとともに、益々発展していくであろう国際化にも対応するため、早期の完

成が不可欠である。また、日常の生活道路としての国道５５号の改良も望まれる。 

 県道についても各路線とも整備は進んでいるものの、進捗率は決して良いとは言えない。 

 町道は、投資効果の大きい大集落への幹線道路については、ほとんど整備されている。し

かし、小集落への連絡道や産業道路の基盤となる農林道は、十分な整備はまだ進んでいない。

また、市街地における町道については、舗装等の老朽化が目立っている。橋梁についても老

朽化が進行しており、長寿命化対策が必要である。 

 

（２）地域交通 

本町の公共交通は、ＪＲ牟岐線、徳島バス（高速）、徳島バス南部及び病院等連絡バスが

運行している。 

ＪＲについては、昭和１７年の牟岐線開通以来、大量輸送の交通機関として通勤、通学及

び一般旅行者や貨物の輸送にと、特に戦後復興の交通大動脈としてその役割を担ってきた

が、昭和３０年代後半からは自動車の普及により、また貨物の取扱廃止と併せて利用者も

年々減少し、昭和６２年国鉄からＪＲに民営化後も利用者の減少に歯止めがかかっていな

い。 

徳島バス南部についても、利用者の減少などから廃止路線代替バス路線として、バス会社

に補助金を支出し、運行を続けている状況である。 

また、免許返納制度等による自動車を持たない高齢者等の身近な交通手段確保対策とし

て、平成２３年度から実施しているタクシー利用料金助成制度を平成３１年度から充実強

化し、交通弱者対策に努めている。 
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２．その対策 

 

（１）道路 

・高規格道路「阿南安芸自動車道」の早期完成と延伸を要望する。 

・国道５５号の早期改良を要望する。 

・県道の早期改良、日和佐小野線（恵比須浜バイパス）の早期整備を要望する。 

・集落間、地区間を結ぶ連絡道路の整備を図る。 

・舗装修繕、側溝改良、歩道整備、橋梁長寿命化修繕を図る。 

・農道、林道と作業道の整備拡充を図る。 

 

（２）地域交通 

ＪＲ、病院等連絡バス及び高齢者タクシー利用料金助成制度については、それぞれの維持

に努める。しかし、バス路線については今後も補助金を支出し、バス会社による運行を続け

ていくのか、スクールバスの活用や自動運転バスの実証事業等、本町の財政状況を踏まえ地

域ニーズに沿った新たな地域公共交通についてについても検討を進める。 

 

３．事業計画（令和８年度～12 年度） 

計画は、末尾別表のとおりとする。 

 

 

第６．生活環境の整備 

 

１．現況と問題点 

 

（１）上水道 

本町の水道施設は町営で、令和６年度に経営統合で簡易水道がなくなり、上水道で運営し

ている。上水道は、日和佐地区で昭和３０年に給水が開始された。２７年間給水を続けてい

た西町の水源地は、河川改修の影響等により塩水化したため、昭和５７年から西河内水源地

において給水を開始し、令和７年３月３１日現在、給水戸数１，５７３戸、給水人口は２，

９１７人となっている。主として市街地地域を対象に給水している。その他の地域（旧簡易

水道）の赤松地区は、給水戸数１０４戸、給水人口１９９人、由岐地区は、給水戸数９１３

戸、給水人口１，６７２人、伊座利地区は、給水戸数２７戸、給水人口５８人、阿部地区は、

給水戸数１０４戸、給水人口１６２人となっている。その他の地域については、自然水によ

ってまかなわれているが、山林の荒廃による汚濁、枯渇の心配があり、未普及地域への配水

管の拡張や、小規模の飲料水供給施設を必要とする地域がある。上水道の計画給水人口は、

５，２３６人である。 

令和６年度から、水質・衛生に関わる一部業務を除き、国土交通省へ水道行政が移管上水

道行政に一元化された。 

 過疎高齢化の進行により水道料金収入が減少の一途をたどっており、配水管等主な水道

施設は、昭和５０年代に建設されたものがほとんどであり、耐用年数の４０年を迎えている。

施設の更新については、多額の建設費用が必要であり、大規模な地震に備えた施設の耐震化
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も推進する必要があることから、小規模な水道事業としては大きな負担となる。 

 

（２）下水道 

本町の下水施設は、平成１７年に下水道が一部供用開始される以前は、し尿については単

独浄化槽が最も多く、次に汲み取り式となっており、家庭雑排水は排水路などに直接流して

きた。 

しかし、近年住民の生活様式の多様化により排水量が増加し、周辺環境の悪化、河川及び海

域水質汚濁が懸念されてきた。本町においても生活環境の改善を図り、公共用水域の水質保

全とともに、優れた自然環境を保全するため、公共下水道事業及び漁業集落排水施設事業に

より整備を進めてきた。 

 また、下水道整備区域以外については、合併浄化槽設置整備事業により整備を進めている。 

令和７年３月３１日現在の水洗化率は、単独浄化槽２７．５％、合併浄化槽２７．９％、下

水道・漁業集落排水２０．８％、合計７６．２％となっている。今後も、整備を進めること

により水洗化率の向上が期待される。 

 近年では、下水汚泥処理費費用が例年発生しており処理費用について課題となっている。 

 

（３）廃棄物処理 

ごみ処理については、民間委託の方式で収集し、処理を海部郡内全域で組織している海部

郡衛生処理事務組合で行っているが、現在のゴミ焼却処理施設は供用開始から 40 年以上、

再資源化施設も 20年以上が経過していることから、施設の老朽化が顕著であり、今後とも

適正かつ安定的なゴミ処理を継続していくために令和 7 年度、次期ゴミ処理施設建設工事

に着手し、令和 10年度の新施設稼働を目指す。 

 一方、家庭から出るごみの量は、人口の減少にもかかわらず、生活様式の多様化等により

年々増加の傾向にある。生ごみの減量化、資源化を図るため、生ごみ処理容器等の普及促進

をはじめ、平成９年から資源ごみの分別収集を実施してきた。 

 し尿処理は、収集、処理とも海部郡衛生処理事務組合において行っている。し尿処理施設

日和佐クリーンセンターは、昭和６３年４月から稼動を始め、３８年が経過するが、機能の

低下も見当たらず健全な運営ができている。しかしながら、施設の老朽化が進行しており、

津波浸水想定区域に位置していることから、今後の安定したし尿・浄化槽汚泥処理のために

新たな施設整備を検討していくことが必要である。 

 

（４）消防・救急・南海トラフ地震 

防災行政無線のデジタル化や救助資機材搭載型車両の導入など消防力の強化を図るとと

もに、救急患者を速やかに搬送できるドクターヘリや防災ヘリの発着場として、町内３カ所

のヘリポートを整備することにより、救急搬送力の向上に努めている。 

 また、津波の避難困難地域の解消のため日和佐浦地区３カ所に津波避難タワーを建設し

ている。 

今後の課題としては、南海トラフ地震を迎え撃つため、自主防災組織を中心とした地域防

災力の向上、避難路の確保、事前復興まちづくりの推進、こども園等公共施設の高台への移

転、防災公園の整備が急がれるところである。 
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（５）公営住宅 

平成２２年３月に独立行政法人雇用・能力開発機構から、雇用促進住宅６０戸を購入し、

櫛ヶ谷住宅を設置した。 

 加えて、平成２５年度から赤松地区においても、教職員住宅４戸を町営住宅として活用し

ており、本町には令和５年現在、６７戸の公営住宅、４戸の改良住宅、４０戸の更新住宅及

び１１戸の若者住宅、６０戸の町営櫛ヶ谷住宅、４戸の町営赤松住宅を管理運営している。 

 しかし、老朽化がかなり進んでいる住宅もあり、今後、維持補修等について進めていくこ

ととする。 

 また過疎化に伴い、空家の増加が著しく、集落としての機能低下や災害時の避難路の確保

が必要な地域もあり売却、民営化含めた検討が必要である。 

 

 

２．その対策 

（１）上水道 

水道施設の更新及び耐震化対策として、恵比須浜バイパスに送水管を布設し、新たに加圧

場を設置する。由岐・赤松地区の老朽管更新を進めていく。非常用発電機等の施設の更新も

行う。施設の更新には、多額の資金が必要となることから水道料金の改定も必要となる。 

未普及地域を解消するための荒廃した森林整備を進めながら配水管の拡張や、小規模の

飲料水供給施設については、要望があれば検討して施設整備を図る。また、良質安全な生活

用水の供給を図るため、新しい水源の調査を行い、安定的な水源の確保に努める必要がある。 

 

（２）下水道 

公共下水道については、日和佐地区の市街地を中心に７５．９ha を全体計画区域とし、

平成１７年度から一部供用が開始され、処理場に近い区域の約４０．０ha の整備を終えて

いる。残った区域については、雨水対策事業等との整合性を図りながら整備を進めていく。 

 漁業集落排水施設については、伊座利地区は平成１３年、志和岐地区は平成２３年に供用

を開始している。 

これら以外の区域については、合併浄化槽により整備を進める。また、漁業集落排水施設

事業等の整備についても検討していく。 

例年発生する下水汚泥処分費については、財政負担も考慮し、費用対効果を検証しながら

下水汚泥の再資源化について検討する。 

雨水対策については、近年、気候変動の影響により、集中豪雨やゲリラ豪雨などの極端な

気象現象が増加傾向にあり、それに伴って都市型水害や内水氾濫のリスクも高まっている。

こうした背景を踏まえ、浸水リスクの軽減や老朽化した雨水施設の改良などの整備を進め

る。 

 

（３）廃棄物処理 

環境美化思想の普及、及び分別収集の徹底によるごみの減量化、収集の効率化を図る一方、

不法投棄の防止を目的とした条例制定等により、美しく清楚なまちづくりを推進する。また、

生ごみ処理の減量化のために、生ごみ処理容器を購入希望する家庭に、購入助成制度を実施

し、なお一層の普及促進に努める。 



24 

 

 また、現在のごみ処理施設については、一般的な更新時期に達しており建替え事業を実施

しており、一刻も早い新施設の稼働開始に向け事業を推進する。 

 こども園及び高齢化施設においては、発生するおむつ処理についても課題となっている。

現在、廃棄物として処理を実施しているが燃焼効率の低下や施設の維持コストの影響が課

題である。し尿処理施設の更新等に併せ再処理施設併設当、燃料化による再資源化について

検討する。 

 

（４）消防・救急・南海トラフ地震 

地域消防力の向上を図るため、現在由岐地区と日和佐地区にそれぞれ８分団ある消防団

において、団員の確保や施設・設備の更新、充実を図り、火災や災害から住民を守るため海

部消防組合や警察等と連携をとりながら地域消防力の強化を図っていく。 

 今後、３０年以内に６０～９０％程度以上の確立で発生すると予想されている南海トラ

フ地震を迎え撃つため、町内３３地区で組織される自主防災組織を中心として、各種訓練等

の実施により住民の防災意識の向上を図っていく。また、避難時に支障となる障害を解消す

るため、空き家の除去や住宅の耐震診断、耐震改修、避難路の確保を図っていく。 

 美波町国土強靱化地域計画で想定されるリスクに対応するため、事前復興まちづくりの

推進や、高台へのこども園他の公共施設の移転、防災公園の整備など、災害に対応するべく

各種防災減災対策の諸計画の推進を図りながら、もしもの発災後、震災の復旧復興を事前に

計画的に実施するための施策を国や県などと連携を図りながら、「致命的な被害を負わない

強さ」と「速やかに回復するしなやかさ」を持った、「安全・安心で災害に強いまちづくり」

の実現に向けた防災・減災対策に取り組む。 

また、海部郡３町で構成される海部消防組合が火災や災害時等に、組合が持つ消防力を十

分に発揮できるよう、消防本部等の高台移転、消防救急デジタル無線更新及び高機能消防指

令システム整備、海部３町との防災行政無線の連携等、火災、災害への備えに努める。 

 

（５）公営住宅 

地域づくり推進条例や定住促進対策条例等により、定住や交流を目的とした空き家の有

効活用を支援と併せまちの課題解決を図るとともに、老朽化し危険な空き家については老

朽住宅解体費支援事業等を活用した除却に努める。 

 公営住宅については、長寿命化計画による維持更新に努めるとともに、老朽化した公営住

宅については解体、利用状況と併せ民間への売却も含め検討する。 

 

３．事業計画（令和８年度～12 年度） 

計画は、末尾別表のとおりとする。 
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第７．子育て環境の確保、高齢者等の保健及び福祉の向上及び増進 

 

１．現況と問題点 

 

（１）子育て環境の確保 

近年、少子化の進行や核家族化、地域のつながりの希薄化などにより、子育てに不安や孤

独感を抱える家庭が増加している。さらに児童虐待や不登校、子どもの貧困など、さまざま

な問題が顕在化し、子どもや家庭を取り巻く状況はより一層深刻化している。 

 こうした背景を踏まえ、令和５年、こども基本法に基づいて「こども大綱」が閣議決定さ

れ、全てのこども・若者が、心身の状況、置かれている環境等にかかわらず、身体的・精神

的・社会的に将来にわたって幸せな状態（ウェルビーイング）で生活を送ることができる「こ

どもまんなか社会」の実現を目指して、幅広いこども政策の具体的な取組を一元的に示した

「こどもまんなか実行計画」が示された。 

本町では、家庭外の保育・教育需要対策として、日和佐こども園、赤松こども園、由岐こ

ども園、伊座利小規模保育園の４園（休園中の木岐こども園と阿部こども園を除く）があり、

こども園等の入園のほかに、親保護者がその他の理由等で一時的に子育て困難となった場

合の緊急保育対策として、児童養護施設、ファミリーホーム、及び徳島赤十字乳児院と、シ

ョートステイの委託契約を締結している。また、共働きなどで放課後等、家庭に保護者がい

ない児童や、学校週５日制に対応し、子どもの健全育成や子育て支援、異年齢の仲間づくり

の場として、児童館等を整備し、保健事業と連携を取りながら、父母や子どもの健康づくり

対策も実施している。さらに平成２２年度から地域子育て支援拠点「ももほっぺ」を整備し、

子育て世代の親子の交流の場の提供をはじめ、子育てに関する相談や情報提供、講習会の開

催等、子育て全般の専門的な支援を行っている。今では利用者仲間が集まって、子育てサー

クルを結成し、お互いの悩みや相談、各種イベントにサークルとして参加している。 

 新生児の福祉の増進として、出生祝金を贈与しているが、近年の少子化により出生率が減

少傾向にあり、町の現状に適した子育てしやすい環境整備等更なる施策を推進・展開してい

くことが必要である。 

 

（２）高齢者等の保健及び福祉 

本町の人口は令和７年３月３１日現在で５，６５３人、うち６５歳以上の高齢者人口は２，

８０１人で、４９．５％を占めている。 

 総人口及び６５歳未満人口の減少とともに高齢者人口もゆるやかな減少傾向となってい

る。４０～６４歳また、高齢者のいる世帯は減少傾向であるなか、高齢者のいる世帯に占め

る高齢単身世帯の割合は増加傾向であり（国勢調査より）、高齢者が住み慣れた地域で自立

した生活が送れるよう関係機関が連携した支援体制づくりが必要とされている。 

 平成１２年度からスタートした介護保険制度により、要介護認定者は利用者の選択、自

主性が尊重されるようになり、幅広いサービスが受けられるようになった。しかし、保険料、

利用者等の負担制度の複雑化等問題点も多く存在し、今後は多岐にわたるニーズに対応す

るための基盤整備や、サービス提供システム等の整備が求められている。また、認知症対策

として認知症サポーター養成の推進により、認知症になっても安心して暮らせる環境づく

りが求められている。 
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要介護認定がなされていない元気な高齢者には、フレイル予防、地域支え合い事業を活用

したサービスを提供するとともに、老人クラブ等を中心に健康づくり、生きがいづくりに取

り組んでおり、その活動の更なる発展が期待されている。 

 今後においては、保健、福祉、医療、介護等が連携を密にして地域包括ケアシステムの更

なる推進と、行政と住民が一体となった事業展開を推進していく必要がある。 

 

（３）健康づくりの充実 

 住民の健康増進のため、健康診断や健診結果説明会などの保健事業を実施しており、受診

率及び参加率は増加傾向にあるものの本町が目標とする数値には届いていないのが現状で

ある。健診をとおして、生活習慣病の重症化予防に努め、健康寿命の延伸を図ることを目的

に妊娠期から各ライフステージに応じた健康に関する課題を整理して事業を実施する。 

 

２．その対策 

 

（１）子育て環境の確保 

児童館や地域交流支援センターの子育てニーズにあった改修も含め有効利用を図るとと

もに、運営体制の強化を図る。保健師、こども園、保育園、小中学校、保健所、こども女性

相談センター等の連携体制をより強固なものとし、一体的な相談支援を行う。 

 子ども達が通う身近な場所で、子どもの育ちについて学習し相談できる教室を開き、繋が

ることにより子ども達の育ちを長い目で支援する事業を推進する。 

また、子育てしやすい環境整備として公共施設や来訪者が多く訪れる施設に授乳室等を

整備するなど子育て環境充実に努める。 

 

（２）高齢者等の保健及び福祉 

在宅の要援護老人及び家族等を支援し、福祉の向上を図る地域包括支援センターの運営

を強化するとともに、関係機関との連携を密にする。 

 介護保険に認定されなかった自立認定者が要介護にならないよう、フレイル予防の推進

及び認知症対策として認知症サポーターの養成の強化等、生活の自立を支援する事業を推

進する。 

 

（３）健康づくりの充実 

 生涯を通じた健康づくりの取り組みとして、町民一人ひとりが、自分の住む地域の実情を

知り、健診を受け、健診結果から生活習慣の改善に向けた実践ができるよう支援していく。 

生活習慣病重症化により医療費や介護費、社会保障費の増大に繋がっている県や町の実態

及び食生活、生活リズムなどの生活背景との関連について、健診結果説明会や広報等にて町

民へ周知を行い、健康に関する知識を深めることに努める。また、ライフサイクルに応じた

支援を行うため、妊娠届時から継続した保健指導を行い、生活習慣病の発症予防に重点を置

きながら、母子保健から成人保健へと継続した支援事業を推進する。 

 

３．事業計画（令和８年度～12 年度） 

計画は、末尾別表のとおりとする。 



27 

 

第８．医療の確保 

 

１．現況と問題点 

町内の医療施設は現在、美波町医療体制整備方針に基づき町立病院等３（美波病院、日和

佐診療所、阿部診療所）に再編し、開業医６（うち歯科医３）となっている。診療科目も限

られており、眼科、小児科、産婦人科などは町外の医療機関に依存している。さらに規模が

小さいため、手術、高度医療となると、町外の大きな病院に頼らざるを得ないのが現状であ

る。 

 住民の意識の中にも大きな病院、総合病院は、安心できる良い病院との認識が拡がってい

る。しかしながら現実問題として、町立病院の規模拡大は困難なことから、今後、各医療施

設と町外の大きな病院、総合病院との連携を強化し、住民がスムーズに専門医療、高度医療

を受けられるような体制を確立することが重要である。 

 また、高齢者人口の割合が増加する中で、医療のみならず保健、福祉、介護などの多様な

ニーズへの対応が不可欠であり、保健医療福祉機能を充実強化し、住民がサービスを「一体

的」かつ「総合的」、「継続的」に受けられる体制が求められている。 

子育て世代においては、近隣地域に小児科医が無く、町立病院、開業医含め小児科医療の

確保が求められている。 

 

２．その対策 

・各医療機関との連携を強化する。 

・医師及び医療スタッフの確保に努め休日・夜間の初期治療や救急医療に対応できる体制を

確保する。 

・医療保健センターの整備等により保健、福祉、医療、介護等の連携を強化し、地域包括ケ

アシステムの構築に努め、健康で住みよいまちづくりに寄与する 

・かかりつけ医の定着による一次医療を推進する。 

・訪問医療などの地域に根ざした医療サービスの提供を図る。 

・子育て医療の確保のため小児科医療の体制を検討する。 

 

３．事業計画（令和８年度～12 年度） 

計画は、末尾別表のとおりとする。 

 

 

第９．教育の振興 

 

１．現況と問題点 

 

（１）学校教育 

昭和４７年、大戸小学校を日和佐小学校に、昭和４９年、赤松中学校を日和佐中学校に、

昭和５３年、志和岐小学校を由岐小学校に、平成４年、山河内小学校を日和佐小学校に、平

成２２年には赤松小学校を日和佐小学校に統合し、同じく平成２２年に由岐中学校阿部分

校が休校、平成２３年に阿部小学校が休校、平成２８年には木岐小学校が休校し、各学区内
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に居住する児童・生徒は町営スクールバス７台により通学している。 

 小学校は日和佐小学校、由岐小学校、伊座利小学校の３校がある。中学校は日和佐中学校、

由岐中学校、由岐中学校伊座利分校の３校があり、このうち伊座利分校については、小学校

との併設校である。幼稚園は日和佐幼稚園が日和佐保育園と統合し、平成２７年度から日和

佐子ども園となった。児童生徒数は別表（表３）のとおりである。 

 施設整備では、平成５年、日和佐小学校に２５ｍ×６コースのプールを新設移転した。ま

た、平成１６年には由岐小学校の耐震改修を行った。老朽化の著しかった日和佐中学校、日

和佐小学校については、平成１１年度から１２年度に日和佐中学校を、平成２０年度から２

１年度には日和佐小学校を新築し、学校施設の充実を図った。 

 日和佐小学校の建設を終え、町内の小中学校の校舎耐震化率は１００％となったが、今後

発生が予想される南海トラフ地震などに対しての対策が重要課題となる。 

また、少子化の背景による生徒数減少により地域と連携した学校再編等、地域に根ざした

教育環境の検討が必要である。 

 

 

表３－１町内児童生徒数 

学 校 名 

児童生徒数（人） 

平成 16 年 平成 22 年 平成 27 年 令和 2 年 令和 7 年 

日和佐幼稚園 ７９ ５２ ― ― ― 

日和佐小学校 ２１０ ２０６ １６５ １４５ １４２ 

赤松小学校 ２８ ― ― ― ― 

由岐小学校 １０３ ７３ ４８ ５１ ２４ 

木岐小学校 ３３ ３１ ９ ― ― 

阿部小学校 １７ １ ― ― ― 

伊座利小学校 １７ １３ ６ ８ ５ 

小学校計 ４０８ ３２４ ２２８ ２０４ １７１ 

日和佐中学校 １５２ １１０ ９６ ７０ ７３ 

由岐中学校 ７４ ６３ ５７ １４ １８ 

由岐中学校阿部分校 ７ ― ― ― ― 
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由岐中学校伊座利分校 ７ ６ １１ ４ ５ 

中学校計 ２４０ １７９ １６４ ８８ ９６ 

合  計 ７２７ ５５５ ３９２ ２９２ ２６７ 

 

（２）社会教育 

旧日和佐地区、旧由岐地区とも公民館（日和佐公民館・由岐公民館）を社会教育の拠点と

して、学習や集会、その他文化活動の振興に幅広く活用されてきた。また、町内に３０の地

区公民館があり、各地域主導で様々な活動が行われている。地区公民館は、地域コミュニテ

ィの拠点として利用されているが、施設が老朽化した公民館や未整備の地域があり、随時整

備する必要があるが、用地など諸事情を勘案しながら進めなければならない。 

 また、過疎高齢化等による後継者不足から、祭りの維持や地域行事の実施が困難になるな

ど、地域文化の伝承や行政の補完機能、地域コミュニティの崩壊が危惧されている。地域が

生き生きと活力に満ちた町となるためには、地区公民館は単なる集会施設にとどまらず、ま

ちづくりの拠点となる多目的な役割を果たすことが望まれる。 

 「まちづくりは人づくりから」と言われるが、まちづくりリーダーの育成等、社会教育が

受け持つ役割は非常に大きく、教育文化活動全般の資質向上と、それを支える幅広い人的ネ

ットワークの充実が重要である。 

 体育施設については、日和佐町民グラウンド、由岐町民グラウンド、城山テニスコート、

赤松基幹集落センター体育館、赤松グラウンド、総合体育館、Ｂ＆Ｇ海洋センターなどが整

備されており、町民のみならず、町外からも利用者が訪れているが利用者の減少も危惧され

ている。 

 

２．その対策 

 

（１）学校教育 

児童生徒の安全確保のため、ハード面でさらに各学校校舎窓ガラス飛散防止対策、また、

避難経路及び避難場所の整備に努める。 

 ソフト面では、さらに教職員・児童生徒への防災意識の普及・啓発等の防災教育の推進、

継続的な避難訓練の実施に努める。 

 二地域居住の関係人口創出に向け、地域資源や恵まれた自然環境を活かした教育プログ

ラム、デﾕアルスクール制度の継続が求められている。教育現場への負担軽減対策等と併せ

実施に努める。 

 日和佐中学校ウミガメ研究班のうみがめ保護の歴史を振り返り、日和佐うみがめ博物館

カレッタを含めた美波町らしい環境教育の推進を図る。 

 

（２）社会教育 

老朽化した公民館をはじめとした各種社会教育施設の、改修及び整備に努める。 

公民館、図書・資料館、コミュニティホール等の社会教育施設、及び町民グラウンド、体
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育館等の体育施設の利用状況の分析と、指定管理者制度の活用や民間委託も含め効率的か

つ効果的な施設運営を図る。 

 

３．事業計画（令和８年度～12 年度） 

計画は、末尾別表のとおりとする。 

 

 

第１０．集落の整備 

 

１．現状と問題点 

本町には３０の町内会があるが、この中には交通条件が悪く、行政サービス等の不便をき

たしている散在小規模集落がある。また、人口の減少、高齢化等で、集落としての機能が低

下している地域もあり、効率的な住民への行政サービス向上のためにも、集落道の整備や核

家族化の進行に伴う住宅需要、新たな定住人口獲得のための空き家対策と移住定住施策も

必要である。 

 

２．その対策 

集落の再編は非常に困難であり、既存の集落で生活機能を向上させるために、道路、排水

等の整備を計画的に行うほか、空き家や利用されなくなった公共施設等も視野に入れ、それ

ぞれの集落の活性化を図る。また、高齢化に伴う独居老人世帯の増加に対応するため、行政

も含め地域民生委員や一般住民の連携強化を図る。 

 新たな関係人口や定住人口獲得のため二地域居住の推進、空き家対策と移住定住施策

により集落維持に努めるとともに、集落支援制度等の活用を図る。 

 

３．事業計画（令和８年度～12 年度） 

計画は、末尾別表のとおりとする。 

 

 

第１１．地域文化の振興等 

 

１．現状と問題点 

文化施設としては、平成２年に完成した図書・資料館、平成６年に完成したコミュニティ

ホール、平成８年に完成したふれあいホール、平成２１年に完成した田井遺跡保存活用施設

などがある。また、各種講習会や展示会場として日和佐公民館や由岐公民館があり、様々な

催しを提供している。 

 図書・資料館のうち図書館については、年間を通して安定した利用者があり、内容の充実

を図りながら広く町民に開放してきた。ただ、併設している資料館は、展示室が狭いうえ、

所蔵資料が民俗史料に偏り、展示方法などに一考を要する。 

 コミュニティホールについては、コンサート、講演会、各種展示会などを定期的に開催し

てきたが、財政状況が厳しくなるにつれ、これまでのようなコンサートなどの回数と内容を

維持することが難しくなってきている。 
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ふれあいホールについては、ＪＲ由岐駅舎内にあることから、ＪＲ利用者や家族連れの方

に親しまれている。また、会議や各種研修会などにも利用されている。 

田井遺跡保存活用施設は、平成１３年日和佐道路建設に伴う試掘調査により田井遺跡の存

在が確認され、翌平成１４年の発掘調査で、縄文土器の破片や石器など約４万点が出土した。

その発掘現場を保存し、より多くの方々にご覧いただくため、この施設を建造した。開設以

来、県内外から多数の考古学ファンが訪れている。 

 日和佐うみがめ博物館カレッタは、令和 7 年 7 月に全面改修リニューアルオープンを迎

え、これまでの観光施設としてだけではなく、SDGs 未来都市美波町としてカメを通した環

境学習の中核施設として位置づけしている。 

日和佐公民館、由岐公民館においては、学習の場として、あるいは文化祭、講演会、展示

会の会場として利用されている。 

文化施設全体としては、現有の施設をいかに有効に利用して、魅力あるものにするか、力

量の問われるところである。 

また、それぞれの地域では地域独特のお祭りや文化財の保存・継承がされているが少子高

齢化による担い手不足等、伝統文化の継承が課題となっている。 

 

２．その対策 

図書・資料館については、引き続き一般図書、専門図書、視聴覚資料の充実を図るととも

に、貴重な資料の収集、保存に努める。なお、町民の図書館に対する認識を深めるための催

しなど、より一層の啓発活動が必要である。資料展示については、保存資料も展示面積も限

られているが、展示テーマを明確にし、分類してわかりやすい展示とする。 

 コミュニティホールについては、限られた財源で最大の成果があげられるよう、創意工夫

を凝らし、コンサートなどの開催に取り組む。 

また、まちと地域が危機感を共有し、地域が主体となり地域出身者等の関係人口の創出に

向けた取り組み体制の構築と支援による伝統文化継承等に取り組む。 

 日和佐うみがめ博物館カレッタについては、美波町でのうみがめ研究の礎である現在で

は活動されていない日和佐中学校うみがめ研究班の研究への原点回帰として、町内の小・中

学校と研究活動に取り組んでいく。 

 

３．事業計画（令和８年度～12 年度） 

計画は、末尾別表のとおりとする。 
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第１２．再生可能エネルギーの利用の推進 

 

１．現況と問題点 

再生可能エネルギーは石油や石炭、天然ガスなどの化石燃料とは違い、二酸化炭素の排出

量が少ない太陽光や風力、地熱といった自然界に常に存在するエネルギーである。また、化

石燃料が限りある資源であることや地球温暖化対策の観点からも可能な限り消費量を削減

していく必要がある。 

本町における再生可能エネルギーの状況は、本町が独自で実施した事業については僅か

であり、町内数カ所の公共施設への太陽光発電設備の設置に留まるが、民間側に目を向ける

と、耕作放棄地、山林等を問わず町内の至る所に企業や個人所有の施設が無秩序に乱立して

いる状況であり、それに伴う景観の阻害や森林伐採等による自然環境への悪影響が懸念さ

れている状況である。 

しかしながら、再生可能エネルギーは脱炭素社会に向けた手段の一つとして普及が求め

られていることからも、行政側の一方的な基準により排除することは好ましくなく、それ故、

本町としては、地域と連携･共存していくための方策として、ガイドライン及び条例を制定

することを検討しており、秩序ある再生可能エネルギーの推進に努めている。 

脱炭素推進と生物多様性の保全は、気候変動と生態系の両方を同時に解決する必要があ

る「自然と共生する世界」の実現を目指す上で、相互に深く関連していることから、森林や

海洋などの自然が二酸化炭素の吸収や気候の安定に貢献する一方、気候変動は生物多様性

に悪影響を与える。 

このため、再生可能エネルギーの導入や森林保全、持続可能な農林水産業などの対策を進

めるうえで、両者を統合的に捉え、ネイチャーポジティブ（自然再興）の考え方を基盤とし

た、より包括的なアプローチが求められている。 

 

２．その対策 

美波町地球温暖化対策実行計画を策定し、計画的実行に努める。 

美波町の約９０％を占める森林について j－クレジット制度の活用、海洋関係では藻場再

生と併せブルーカーボンのクレジット化について官民学連携での取り組みを図る。また、ウ

ミガメ保護の歴史から環境と生物多様性の両立によるネイチャーポジティブの考え方によ

る環境教育の推進に努める。 

民間企業及び個人所有の施設については、設置や運用の基準に対する認識や考え方が所

有者側の一方的な判断に委ねざるを得ない可能性があることにより、ガイドラインや条例

を制定することによって秩序ある再生エネルギーの推進に努める。 

また、既存の施設に対しても、近隣の住環境及び自然環境への影響等を行政側で把握し、

所有者と情報を共有することにより、引き続き、適切な施設の運営に理解を求めるよう努め

る。 

 

３．事業計画（令和８年度～12 年度） 

計画は、末尾別表のとおりとする。 
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第１３．その他地域の持続的発展に関し必要な事項 

 

１．現状と問題点 

人口の減少、高齢化等、過疎化が進んでいるなかで、地域の活性化を図るため、さまざま

な施策を実施してきたが、依然として本町を取り巻く現状は厳しい状況である。また、地域

の自立促進を図り、地域の特性、特徴を活かした元気で豊かなまちづくりのために、住民と

行政が一体となった地域づくりに取り組んでいかなければならない。 

 

２．その対策 

対策の一環として、豊富な自然環境を有効に活用しながら、移住コーディネーターの育成

や門前町の再生など交流人口や関係人口の増大を図るまちづくり施策を積極的に行う。ま

た、地域を支える優れた地域リーダーの支援と育成に努めるとともに、「地域おこし協力隊」

や「集落支援員」などによる人材確保や自主的・自発的行動を支援する仕組みづくりにも取

り組む。 

行政においては、人口減少による財政の硬直化等さまざまな課題に対し、財政健全化計画

の策定、事務事業の見直しと効率化、組織再編等、状況に併せ積極的対応に努める。 

 

３．事業計画（令和８年度～12 年度） 

計画は、末尾別表のとおりとする。 

 


